
平成 30(2018)年度第１回栃木県がん対策推進協議会次第 

 

日 時：平成 30 年６月 26 日（火）15:00～16:30 

場 所：県庁北別館 403 会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

⑴ 栃木県がん対策推進条例及び栃木県がん対策推進計画（３期計画）について 

 

⑵ がん検診部会及びがん登録部会の設置等について 

 

３ その他 

 

４ 閉 会 

 

 

≪配布資料≫ 

栃木県がん対策推進協議会設置根拠 

栃木県がん対策推進協議会委員名簿 

栃木県がん対策推進協議会席次表 

資料１－１ 「栃木県がん対策推進条例」 

資料１－２ 

資料１－３ 

「栃木県がん対策推進条例」について 

「栃木県がん対策推進計画（３期計画）」及び平成 30(2018)年度における具体的な取組等に

ついて 

資料２－１ 

資料２－２ 

がん検診部会及びがん登録部会の設置について（案） 

栃木県がん対策推進協議会運営要領（案） 

資料３ がん診療連携拠点病院等について 

参考資料 栃木県がん対策推進条例啓発リーフレット 

 栃木県がん対策推進計画（３期計画） 



 

栃木県がん対策推進協議会設置根拠 

 

○栃木県がん対策推進条例（抄） （平成 30 年栃木県条例第４号） 
 
   第３章 栃木県がん対策推進協議会   
第 21 条 この条例の規定によりその権限に属させられた事務及びがん登録等の推進に関す        
る法律の規定に基づき同法第 18条第２項に規定する審議会その他の合議制の機関の権限

に属させられた事務を処理し、並びに知事の諮問に応じ、がん対策の推進に関する事項を

調査審議するため、栃木県がん対策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。               
２ 協議会は、前項に規定するもののほか、がん対策の推進に関し必要と認められる事項に

ついて、知事に意見を述べることができる。 
３ 協議会は、委員 20人以内で組織する。 
４ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 
  一 がん患者等を代表する者 
  二 拠点病院を代表する者 
  三 医療関係団体を代表する者 
  四 医療保険者を代表する者 
  五 事業者を代表する者 
  六 保健、福祉、雇用、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間の団体を代表する者 
  七 個人情報の保護に関する学識経験のある者 
  八 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者 
５ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
６ 委員は、再任されることができる。 
７ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
 
○栃木県がん対策推進協議会規則 （平成 30 年栃木県規則第７号） 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、栃木県がん対策推進条例（平成 30 年栃木県条例第４号）第 21 条第７

項の規定に基づき、栃木県がん対策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （会長及び副会長） 
第２条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 



 

 （専門委員） 
第３条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くこ

とができる。 
２ 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事

が任命する。 
３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。 
 （部会） 
第４条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
２ 部会に属すべき委員（前条第１項の規定により専門委員を置く場合にあっては、委員及

び専門委員。以下この条において同じ。）は、会長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 
４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 
５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する委員が、その職務を代理する。 
６ 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることがで

きる。 
 （会議） 
第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 協議会は、委員（第３条第１項の規定により専門委員を置く場合にあっては、委員及び

議事に関係のある専門委員。次項において同じ。）の過半数が出席しなければ、会議を開

き、議決をすることができない。 
３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 
４ 前３項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第１項及び前項中

「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。 
 （庶務） 
第６条 協議会の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。 
 （委任） 
第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 
 
 



任期：H30.6.1～H33.5.31

1 坂本　裕明　 がん患者支援ネットワーク代表

2 栗原　みどり あけぼの栃木代表

3 増子　孝徳　 （公財）がんの子どもを守る会理事（弁護士） 欠席

4 菱沼　正一　 栃木県がん診療連携協議会長

5 浅井　秀実　 （一社）栃木県医師会常任理事

6 小林　健二　 栃木県病院協会常任理事

7 柏瀬　昌史　 （一社）栃木県歯科医師会理事

8 越川　千秋　 （一社）栃木県薬剤師会副会長

9 馬込　公子　 （公社）栃木県看護協会常任理事

10 保険者 宮﨑　　務　 栃木県保険者協議会副会長

11 藤田　宣昭　 （一社）栃木県経営者協会事務局長

12 加藤　征史　 栃木県中小企業団体中央会専務理事

13 青山　　繁　 栃木労働局職業安定部職業安定課長

14 藤川　佳織　 栃木県社会保険労務士会

15 福祉 千葉　加代子 栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会副会長

16 教育 久保　元芳　 宇都宮大学教育学部准教授

17 佐田　尚宏　 自治医科大学附属病院長

18 平田　幸一　 獨協医科大学病院長 欠席

19 中村　　勤　 宇都宮市保健所長 欠席

20 木性　正樹　 市貝町健康福祉課長

（敬称略）

栃木県がん対策推進協議会委員名簿

№ 委　員 所　属　・　役　職 備　考分野

市町

患者団体

医療

経済

労働

学識経験
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坂本委員 藤田委員

栗原委員 加藤委員

菱沼委員 青山委員

浅井委員 藤川委員

小林委員 千葉委員

柏瀬委員 久保委員

越川委員 佐田委員

馬込委員 木性委員

宮﨑委員

学校教育課

熊木
指導主事

特別支援教育

岩崎
指導主事

がんｾﾝﾀｰ

早乙女
課長

医療政策課

渡辺
主幹

こども政策課

家入
課長補佐

保健福祉課

池田
主任

平成30(2018)年度第１回栃木県がん対策推進協議会　席次表

記

者

席

傍

聴

席

半田
課長補佐

廣瀬
副主幹

青木
係長

塚田
主幹

廣川
課長補佐
（総括）

森澤
部長

村上
健康増進

課長

事務局
入
　
口

金子
副主幹

労働政策課

松川
主査

学校安全課

渡邉
指導主事

保険者協議会

髙橋
書記


